
 
 那賀消防組合では毎年２回、防火管理者講習会を開催しており、今年度は昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染対

策を実施した上で、甲種・乙種新規講習については令和３年８月２日（月）及び３日（火）に岩出市立桜台地区公民館に

おいて開催しました。また、甲種再講習については８月４日（水）に那賀消防組合消防本部にて開催しました。 

この講習は、主に防火管理者の選任が必要な一定の規模以上の面積や人数を収容する建物の所有者又は管理者等に対し

て行われるもので、修了者には「防火管理者の証」が交付され、防火管理者としての選任が可能となるものです。 

今回の講習で、新規では甲種４０人、乙種５人、甲種再講習には１５人が修了されました。  

                        

講習会の状況①                           講習会の状況② 

                
講習会に伴う訓練状況（水消火器）               講習会に伴う訓練状況（消防用設備の解説） 

                           

   講習会に伴う訓練状況（煙体験）                            修了証の交付 

※コロナウイルス感染拡大防止の観点から座学に変更 

防火管理者講習会を開催 

  

 

   

  

 

     


